
企画競争実施の公示

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ２ 日

分任支出負担行為担当官九州地方整備局

宮崎河川国道事務所長 鈴木 彰一

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。

１．調達概要

(1)調達件名：平成２９年度宮崎海岸等アカウミガメ上陸産卵現地調査

(2)調達内容 本件は、養浜箇所や突堤設置箇所周辺において、養浜や施設によってア

カウミガメの上陸産卵へ与える影響を把握するため、アカウミガメの上陸

産卵状況の現地調査を行い、今後の侵食事業実施の基礎資料とするもので

ある。

(3)履行期間 契約締結の翌日から平成２９年１０月３１日まで

２．企画競争参加資格要件

次に掲げる条件を満たしている者であること。

(1)予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当

しない者であること。

(2)競争参加資格（全省庁統一資格）

① 企画提案書の提出時において、平成２８・２９・３０年度国土交通省競争参加資格（全

省庁統一資格）「役務の提供等」（のうち「調査・研究」）において、九州・沖縄地域の

競争参加資格を有する者であること。

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立てがなされ

ていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し

立てがなされていない者であること。

ただし、手続開始の申し立てがなされている者においては、以下の１）及び２）の要

件を満たす場合、競争参加資格（全省庁統一資格）を有するものとする。

１）手続開始の決定を受けていること。

２）手続開始の決定後、以下のア）～ウ）を競争参加資格申請場所のいずれか１箇所に

提出していること。

ア）更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書（鮮明であれば写しでも可）

イ）許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合には、それを証明する書類（鮮

明であれば写しでも可）

ウ）上記イに伴う競争参加資格審査申請書変更届（物品製造等）

③ 競争参加資格（全省庁統一資格）の申請の時期及び場所については、「競争参加者の

資格に関する公示」（平成２７年１２月２４日付け官報）に記載されている時期及び場



所で申請を受け付ける。

(3)企画提案書等の提出期限の日から契約締結日までの期間に、九州地方整備局長から指名

停止を受けていないこと。

(4)企画提案書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係が

ないこと。

①資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が更正

会社又は更正手続きが存続中である場合は除く。

ア）親会社と子会社の関係にある場合

イ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

②人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし（イ）については、会社の一方が更

正会社又は更正手続きが存続中の会社である場合は除く。

ア）一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

イ）一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

(5)下記に示す「同種又は類似業務」について１件以上の実績を有すること。

○同種業務 ：海岸における環境調査

○類似業務 ：環境調査

(6)配置予定管理技術者は、下記に示す「同種又は類似業務」について１件以上の実績を有

すること。

○同種業務 ：海岸における環境調査

○類似業務 ：環境調査

(7)宮崎県内に本社（店）を有すること。

(8)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者または、準ずるものとして国土交

通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(9)企画競争実施にかかる説明書の交付を直接受けた者であること。

３．手続等

(1)担当部局

〒880-8523 宮崎県宮崎市大工２丁目３９番地

国土交通省九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 経理課 契約係

電話０９８５－２４－８３３５（内線２２４）

ＦＡＸ０９８５－２６－９５２８

(2)説明書の交付期間、場所及び方法

平成２９年３月２２日から平成２９年４月１２日までの、土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日、９時００分から１７時００分まで。場所は(1)に同じ。

説明書の交付を希望する場合は、予め(1)の担当まで事前連絡を行うこと。

(3)企画提案書の提出期限、場所及び方法

提出期限：平成２９年４月１２日 １７時００分



提出場所：(1)に同じ。

提出方法：持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）によること。

(4)企画提案に関するヒアリングの有無、日時及び場所

提案された企画提案書について以下のとおりヒアリングを実施する。

1)実施予定日：平成２９年４月１４日（予備日：平成２９年４月１７日）

2)開始時間：後日連絡する。

3)場所：九州地方整備局宮崎河川国道事務所会議室

(5)企画提案書の特定については、学識経験者で構成される第三者委員会が提案書の審議を

行い、その結果を聴取したうえで、提案書の特定を行う。

４．その他

(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2)関連情報を入手するための照会窓口 ３(1)に同じ。

(3)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。

(4)企画競争実施委員会に提出された提案書は、当該提案者に無断で２次的な使用は行わな

い。

(5)企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を行

った提案者に対して指名停止を行うことがある。

(6)特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があっ

た場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、

開示対象となる場合がある。

(7)提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、

会計法令に基づく契約手続きの完了までは、国との契約関係を生じるものではない。

(8)本見積もりに係る決定及び契約締結の条件は、平成２９年度の予算が成立し、予算示達

がなされた場合とする。詳細は企画競争実施にかかる説明書による。

(9)その他の詳細は企画競争実施にかかる説明書による。


